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�愛媛県規則第１４号
愛媛県手数料条例の規定による手数料の金額等を定める規則等の一部を改正する規則を次のように定める。
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愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県手数料条例の規定による手数料の金額等を定める規則等の一部を改正する規則

（愛媛県手数料条例の規定による手数料の金額等を定める規則の一部改正）

第１条 愛媛県手数料条例の規定による手数料の金額等を定める規則（平成１２年愛媛県規則第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

（規則で定める手数料の金額）

第１条 愛媛県手数料条例（平成１２年愛媛県条例第３号。以下「条

例」という。）別表２の表６３の項の右欄の規則で定める金額は、

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

� 省略

� 豚及び生体量１９０キログラム未満の牛 １頭につき２２０円

� 山羊、めん羊及び生後１箇月未満の乳用子牛 １頭につき１４

０円

� 生後１箇月未満の山羊及びめん羊 １頭につき１３０円

２ 条例別表４の表２７の項の右欄の規則で定める金額は、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

（規則で定める手数料の金額）

第１条 愛媛県手数料条例（平成１２年愛媛県条例第３号。以下「条

例」という。）別表２の表６３の項の右欄の規則で定める金額は、

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

� 省略

� 豚及び生体量１９０キログラム未満の牛 １頭につき２００円

� 山羊、めん羊及び生後１箇月未満の乳用子牛 １頭につき６０

円

� 生後１箇月未満の山羊及びめん羊 １頭につき２０円

２ 条例別表４の表２７の項の右欄の規則で定める金額は、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

毎週（火・金）曜日発行 第１９２号外２ 令和３年３月２６日

令和３年３月２６日金曜日 第１９２号外２

愛 媛 県 報

１



（愛媛県立衛生環境研究所の使用及び使用料に関する規則の一部改正）

第２条 愛媛県立衛生環境研究所の使用及び使用料に関する規則（昭和２７年愛媛県規則第１７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

� 結核検査 １頭につき５７０円

� ブルセラ症検査 １頭につき９００円

� 馬伝染性貧血検査 １頭につき１，３４０円

� トリコモナス症検査 １頭につき２３０円

� 牛カンピロバクター症検査 １頭につき２４０円

� トキソプラズマ症検査 １頭につき２３０円

� 家きんサルモネラ症検査 １羽につき６０円

� ふそ病検査 １群につき７０円

	 ピロプラズマ症検査 １頭につき２５０円


 ヨーネ病ヨーニン検査 １頭につき３３０円

� ヨーネ病エライザ法による検査 １頭につき７５０円

� ヨーネ病リアルタイムＰＣＲ法による検査 １頭につき２，３２

０円

 インフルエンザ簡易検査 １頭又は１羽につき２，７７０円

３ 条例別表４の表２８の項の右欄の規則で定める金額は、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

� 大家畜 １頭につき７２０円

� 中家畜 １頭につき４８０円

� 小家畜 １頭につき２８０円

４ 条例別表４の表２９の項の右欄の規則で定める金額は、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

� 炭そ血清の注射 １頭につき１，２３０円

� 破傷風血清の注射 １頭につき１，２３０円

� 豚丹毒血清の注射 １頭につき１，２２０円

� 炭そ予防の注射 １頭につき４００円

� 破傷風予防の注射 １頭につき４８０円

� 気しゅそ予防の注射 １頭につき４８０円

� 日本脳炎予防（生ワクチン）の注射 １頭につき７３０円

� 日本脳炎及びパルボウイルス感染症予防の注射 １頭につき

１，４７０円

	 豚熱予防（生ワクチン）の注射 １頭につき３５０円


 豚丹毒予防の注射 １頭につき２９０円

� 省略

� 牛流行性感冒予防の注射 １頭につき５５０円

 省略

� めん羊及びやぎの薬浴 １頭につき５１０円

５ 条例別表４の表３０の項の右欄の規則で定める金額は、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

� 大家畜 １頭につき２２０円

� 中家畜 １頭につき２２０円

� 小家畜 １群につき２２０円

６ 省略

� 結核検査 １頭につき２１０円

� ブルセラ症検査 １頭につき２００円

� 馬伝染性貧血検査 １頭につき１，３００円

� トリコモナス症検査 １頭につき２２０円

� 牛カンピロバクター症検査 １頭につき２１０円

� トキソプラズマ症検査 １頭につき２２０円

� 家きんサルモネラ症検査 １羽につき５０円

� ふそ病検査 １群につき６０円

	 ピロプラズマ症検査 １頭につき２１０円


 ヨーネ病ヨーニン検査 １頭につき３１０円

� ヨーネ病エライザ法による検査 １頭につき６００円

� ヨーネ病リアルタイムＰＣＲ法による検査 １頭につき２，３０

０円

 インフルエンザ簡易検査 １頭又は１羽につき２，７００円

３ 条例別表４の表２８の項の右欄の規則で定める金額は、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

� 大家畜 １頭につき７００円

� 中家畜 １頭につき４６０円

� 小家畜 １頭につき２６０円

４ 条例別表４の表２９の項の右欄の規則で定める金額は、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

� 炭そ血清の注射 １頭につき１，２００円

� 破傷風血清の注射 １頭につき１，２００円

� 豚丹毒血清の注射 １頭につき１，２００円

� 炭そ予防の注射 １頭につき３６０円

� 破傷風予防の注射 １頭につき４７０円

� 気しゅそ予防の注射 １頭につき４７０円

� 日本脳炎予防（生ワクチン）の注射 １頭につき７２０円

� 日本脳炎及びパルボウイルス感染症予防の注射 １頭につき

１，４００円

	 豚熱予防（生ワクチン）の注射 １頭につき３３０円


 豚丹毒予防の注射 １頭につき２８０円

� 省略

� 牛流行性感冒予防の注射 １頭につき５４０円

 省略

� めん羊及びやぎの薬浴 １頭につき５００円

５ 条例別表４の表３０の項の右欄の規則で定める金額は、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

� 大家畜 １頭につき２１０円

� 中家畜 １頭につき２１０円

� 小家畜 １群につき２１０円

６ 省略

改 正 後 改 正 前

別表第１（第４条、第５条関係）

衛生環境研究所使用料表

別表第１（第４条、第５条関係）

衛生環境研究所使用料表

検査分類 試験項目
検体の

量
単位

使用料金

額
検査分類 試験項目

検体の

量
単位

使用料金

額

１ 食品 省略 １ 食品 省略
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一斉試験法による

残留農薬等又は残

留動物用医薬品等

の試験（３０項目以

上の一斉試験）

１キロ

グラム

以上

１項目 １，３００円

一斉試験法による

残留農薬等又は残

留動物用医薬品等

の試験（３０項目以

上の一斉試験）

１キロ

グラム

以上

１項目 １，１００円

省略 省略

２・３ 省略 ２・３ 省略

４ 薬品及び

化粧品その

他

省略 ４ 薬品及び

化粧品その

他

省略

物理試験 同 １項目 ５，２８０円 物理試験 同 １項目 ５，２７０円

省略 省略

純度試験 同 同 ５，１８０円 純度試験 同 同 ５，１７０円

省略 省略

生理処理用品基準

試 験（医 薬 部 外

品）

３０個以

上
同 １５，４７０円

生理処理用品基準

試 験（医 薬 部 外

品）

３０個以

上
同 １５，４６０円

同（医療機器） 同 同 １７，３２０円 同（医療機器） 同 同 １７，３１０円

無菌試験 １項目 １７，０９０円 無菌試験 １項目 １７，０８０円

５ 家庭用品 省略 ５ 家庭用品 省略

定量試験（機器分

析によるもの）
同 同 ３３，３３０円

定量試験（機器分

析によるもの）
同 同 ２７，６００円

定量試験（その他

のもの）
同 同 ３，３４０円

定量試験（その他

のもの）
同 同 ３，３３０円

６ 温泉及び

鉱泉
鉱泉分析

１０リッ

トル
１検体 ７２，４２０円

６ 温泉及び

鉱泉
鉱泉分析

１０リッ

トル
１検体 ６７，４４０円

小分析
５リッ

トル
同 ２６，７２０円 小分析

５リッ

トル
同 ２４，９００円

省略 省略

定性試験
１．８リ

ットル
１項目 ２，３６０円 定性試験

１．８リ

ットル
１項目 ２，３５０円

定量試験 同 同 ３，６９０円 定量試験 同 同 ３，２３０円

温泉付随ガス分析 適当量 同 １５，７１０円 温泉付随ガス分析 適当量 同 １５，７００円

７ 飲料水 ア 理 化 学 試 験

（亜 硝 酸 態 窒

素、硝酸態窒素

及び亜硝酸態窒

素、塩化物イオ

ン、有機物（全

有機炭素（ＴＯ

Ｃ）の量）、ｐ

Ｈ 値 、 味 、 臭

気、色 度、濁

度）

１．８リ

ットル
１検体 ５，８９０円

７ 飲料水 ア 理 化 学 試 験

（亜 硝 酸 態 窒

素、硝酸態窒素

及び亜硝酸態窒

素、塩化物イオ

ン、有機物（全

有機炭素（ＴＯ

Ｃ）の量）、ｐ

Ｈ 値 、 味 、 臭

気、色 度、濁

度）

１．８リ

ットル
１検体 ５，７２０円

イ アの項試験項

目の欄に掲げる

理化学試験に合

わせて行う定量

試験（鉄及びそ

の化合物、マン

ガン及びその化

同 １項目 １，４４０円

イ アの項試験項

目の欄に掲げる

理化学試験に合

わせて行う定量

試験（鉄及びそ

の化合物、マン

ガン及びその化

同 １項目 １，４００円
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合物、フッ素及

びその化合物、

硬度）

合物、フッ素及

びその化合物、

硬度）

ウ 省略 ウ 省略

８ 水道水 ア

項

目

別

理

化

学

試

験

� 無機物

質・重金

属試験

１．８リ

ットル
１項目 ３，３１０円

８ 水道水 ア

項

目

別

理

化

学

試

験

� 無機物

質・重金

属試験

１．８リ

ットル
１項目 ３，２２０円

� 一般有

機化学物

質試験

７．０リ

ットル
同 ３，３２０円

� 一般有

機化学物

質試験

７．０リ

ットル
同 ３，２３０円

� 消毒副

生成物試

験

適当量 同 ３，４４０円

� 消毒副

生成物試

験

適当量 同 ３，３４０円

� 基礎的

性状項目

試験

１リッ

トル
同 ５３０円

� 基礎的

性状項目

試験

１リッ

トル
同 ５２０円

イ 理 化 学 試 験

（塩 化 物 イ オ

ン、有機物（全

有機炭素（ＴＯ

Ｃ）の量）、ｐ

Ｈ 値 、 味 、 臭

気、色 度、濁

度）

１．８リ

ットル
１検体 ４，３６０円

イ 理 化 学 試 験

（塩 化 物 イ オ

ン、有機物（全

有機炭素（ＴＯ

Ｃ）の量）、ｐ

Ｈ 値 、 味 、 臭

気、色 度、濁

度）

１．８リ

ットル
１検体 ４，２４０円

ウ イの項試験項

目の欄に掲げる

理化学試験に合

わせて行う定量

試験（鉄及びそ

の化合物、マン

ガン及びその化

合物、フッ素及

びその化合物、

硬度）

同 １項目 １，４４０円

ウ イの項試験項

目の欄に掲げる

理化学試験に合

わせて行う定量

試験（鉄及びそ

の化合物、マン

ガン及びその化

合物、フッ素及

びその化合物、

硬度）

同 １項目 １，４００円

エ～ク 省略 エ～ク 省略

ケ 農薬分析 同 １項目 １７，３６０円 ケ 農薬分析 同 １項目 １７，３５０円

９～１３ 省略 ９～１３ 省略

１４ 毒性検査 微生物試験 １検体 １９，０９０円 １４ 毒性検査 微生物試験 １検体 １９，０８０円

１５～１９ 省略 １５～１９ 省略

２０ 免疫学的

検査（脳死

及び心停止

後の臓器提

供者検査以

外のもの）

省略 ２０ 免疫学的

検査（脳死

及び心停止

後の臓器提

供者検査以

外のもの）

省略

同

（ＨＬＡ遺伝子―

Ｂローカス検査）

同 １０，０９０円

同

（ＨＬＡ遺伝子―

Ｂローカス検査）

同 ９，７１０円

省略 省略

同

（クロスマッチ検

査（ＣＤＣ法））

同 １１，６９０円

同

（クロスマッチ検

査（ＣＤＣ法））

同 ５，９２０円
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（愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料に関する規則の一部改正）

第３条 愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料に関する規則（昭和３０年愛媛県規則第４２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

同

（クロスマッチ検

査 （ Ｆ Ｃ Ｘ Ｍ

法））

同 ４１，３４０円

同

（クロスマッチ検

査 （ Ｆ Ｃ Ｘ Ｍ

法））

同 ３５，５５０円

２１ 省略 ２１ 省略

２２ 遺伝子学

的検査

遺伝子増幅検査 １検体 ６，５４０円 ２２ 遺伝子学

的検査

遺伝子増幅検査 １検体 ６，４９０円

省略 省略

２３～２６ 省略 ２３～２６ 省略

改 正 後 改 正 前

愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料条例（昭和３０年愛媛県

条例第２６号。以下「条例」という。）第３条の規定に基づき、愛媛

県産業技術研究所の使用料及び手数料の額を次のとおり定める。

使 用 料

愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料条例（昭和３０年愛媛県

条例第２６号。以下「条例」という。）第３条の規定に基づき、愛媛

県産業技術研究所の使用料及び手数料の額を次のとおり定める。

使 用 料

区分 種別 細 別 単位 金額 備考 区分 種別 細 別 単位 金額 備考

技術

開発

関係

機械

金属

用機

器

１～１４ 省略 技術

開発

関係

機械

金属

用機

器

１～１４ 省略

１５ 顕微鏡試料研摩機 １時間 １，１００円 １５ 顕微鏡試料研摩機 １時間 ９９０円

１６～３２ 省略 １６～３２ 省略

３３ 放電プラズマ焼結機 １時間 ２，８６０円 ３３ 放電プラズマ焼結機 １時間 ２，７５０円

３４～３６ 省略 ３４～３６ 省略

３７ ＮＣフライス盤 １時間 １，２１０円 ３７ ＮＣフライス盤 １時間 １，１００円

３８～４０ 省略 ３８～４０ 省略

電子

用機

器

１ 省略 電子

用機

器

１ 省略

２ 波形解析システム １時間 ５５０円 ２ 波形解析システム １時間 ４４０円

３ 電子計測システム １時間 ５５０円 ３ 電子計測システム １時間 ４４０円

４～８ 省略 ４～８ 省略

９ 複合環境試験装置 １時間 １，２１０円 ９ 複合環境試験装置 １時間 １，１００円

１０ 冷熱衝撃試験装置 １時間 １，２１０円 １０ 冷熱衝撃試験装置 １時間 １，１００円

１１ 省略 １１ 省略

１２ 耐電圧試験装置 １時間 ５５０円 １２ 耐電圧試験装置 １時間 ４４０円

１３～１７ 省略 １３～１７ 省略

１８ 電磁界理論解析シス

テム

１時間 ５５０円 １８ 電磁界理論解析シス

テム

１時間 ４４０円

１９～２１ 省略 １９～２１ 省略

２２ 電力充放電システム １時間 １，１００円 ２２ 電力充放電システム １時間 ９９０円

２３～２８ 省略 ２３～２８ 省略

２９ シグナルアナライザ １時間 ４４０円

３０ ＥＭＩレシーバ １時間 ４４０円

３１ ベクトル信号発生器 １時間 ７７０円

３２ ハンドヘルドスペク

トラムアナライザ

１時間 ８８０円

３３ ５Ｇオープン実験室 １時間 ２，６４０円

愛 媛 県 報令和３年３月２６日 第１９２号外２

５



化学

用機

器

１～５ 省略 化学

用機

器

１～５ 省略

６ 押出し成形機 １時間 １，９８０円 ６ 押出し成形機 １時間 １，８７０円

７～１５ 省略 ７～１５ 省略

１６ 万能材料試験機 １時間 ５５０円 １６ 万能材料試験機 １時間 ４４０円

１７ 射出成形機 １時間 １，８７０円 １７ 射出成形機 １時間 １，７６０円

１８～２９ 省略 １８～２９ 省略

３０ ガスクロマトグラフ

飛行時間質量分析計

１時間 ７７０円 ３０ ガスクロマトグラフ

飛行時間質量分析計

１時間 ６６０円

３１～３９ 省略 ３１～３９ 省略

食品

産業

関係

食品

加工

用機

器

１ 超遠心分離機 １時間 ６６０円 食品

産業

関係

食品

加工

用機

器

１ 超遠心分離機 １時間 ５５０円

２～１３ 省略 ２～１３ 省略

１４ 遠赤外線焼物機 １時間 ６６０円 １４ 遠赤外線焼物機 １時間 ５５０円

１５～３８ 省略 １５～３８ 省略

３９ 糖鎖分析装置 １時間 ６６０円 ３９ 糖鎖分析装置 １時間 ５５０円

４０～６６ 省略 ４０～６６ 省略

窯業

関係

焼成

窯及

び炉

１ 電気炉 １回 １３，０９０円 省略 窯業

関係

焼成

窯及

び炉

１ 電気炉 １回 ９，５７０円 省略

２ 電気炉 １回 ８，９１０円 省略 ２ 電気炉 １回 ６，６００円 省略

３ 電気炉 １回 ６，８２０円 省略 ３ 電気炉 １回 ５，０６０円 省略

４ 焼結試験装置 １回 １，９８０円 ４ 焼結試験装置 １回 １，４３０円

５ ガス炉 １回 ７，２６０円 省略 ５ ガス炉 １回 ７，０４０円 省略

６ ガス炉 １回 ４，１８０円 省略 ６ ガス炉 １回 ３，９６０円 省略

窯業

用機

器

１～７ 省略 窯業

用機

器

１～７ 省略

８ フィルタープレス １時間 ８８０円 ８ フィルタープレス １時間 ７７０円

９～１７ 省略 ９～１７ 省略

１８ 赤外線水分計 １時間 ５５０円 １８ 赤外線水分計 １時間 ４４０円

１９ 省略 １９ 省略

２０ 高速混合混練機 １時間 ６６０円 ２０ 高速混合混練機 １時間 ５５０円

２１～２４ 省略 ２１～２４ 省略

２５ 赤外線放射特性計測

装置

１時間 ５５０円 ２５ 赤外線放射特性計測

装置

１時間 ４４０円

２６ セラミック円筒研削

盤

１時間 ６６０円 ２６ セラミック円筒研削

盤

１時間 ５５０円

２７ 省略 ２７ 省略

２８ フレットミル １時間 ５５０円 ２８ フレットミル １時間 ４４０円

２９・３０ 省略 ２９・３０ 省略

３１ 大型乾燥機 １時間 ７７０円 ３１ 大型乾燥機 １時間 ６６０円

３２ Ｘ線分析システム １時間 １，８７０円 ３２ Ｘ線分析システム １時間 １，６５０円

３３～４２ 省略 ３３～４２ 省略

４３ 棟瓦用耐震試験機 １時間 ６６０円 ４３ 棟瓦用耐震試験機 １時間 ５５０円

繊維

産業

関係

染織

用機

器

１～５ 省略 繊維

産業

関係

染織

用機

器

１～５ 省略

６ アレンジワインダー １時間 ５５０円 ６ アレンジワインダー １時間 ４４０円

７ 省略 ７ 省略

８ 高温高圧製品染色処

理機

１時間 １，３２０円 ８ 高温高圧製品染色処

理機

１時間 １，２１０円
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９ デザイン企画総合支

援システム

１時間 ７７０円 ９ デザイン企画総合支

援システム

１時間 ６６０円

１０～３２ 省略 １０～３２ 省略

３３ ハイスピードカメラ １時間 ５５０円 ３３ ハイスピードカメラ １時間 ４４０円

３４～３９ 省略 ３４～３９ 省略

４０ 原子吸光分光光度計 １時間 ８８０円

４１ ガス蒸気吸着量測定

装置

１時間 ５５０円

４２ タオル織物試作支援

システム

１時間 ４４０円

紙産

業関

係

省略 紙産

業関

係

省略

製紙

用機

器

１～３ 省略 製紙

用機

器

１～３ 省略

４ 抄紙機 １時間 １３，５３０円 ４ 抄紙機 １時間 １２，７６０円

５～２１ 省略 ５～２１ 省略

紙加

工用

機器

１ 省略 紙加

工用

機器

１ 省略

２ 多目的不織布製造装

置

１時間 ８，６９０円 ２ 多目的不織布製造装

置

１時間 ８，４７０円

３～７ 省略 ３～７ 省略

８ ロータリースクリー

ンコーター

１時間 １，６５０円 ８ ロータリースクリー

ンコーター

１時間 １，５４０円

９ マルチコーター １時間 ７，４８０円 ９ マルチコーター １時間 ５，７２０円

１０～１３ 省略 １０～１３ 省略

省略 省略

化学

試験

用機

器

１～１０ 省略 化学

試験

用機

器

１～１０ 省略

１１ ホットスターラー １時間 ５５０円 １１ ホットスターラー １時間 ４４０円

１２～１７ 省略 １２～１７ 省略

１８ デジタルマイクロス

コープ

１時間 ５５０円 １８ デジタルマイクロス

コープ

１時間 ４４０円

１９ 省略 １９ 省略

２０ 固液界面解析システ

ム

１時間 ５５０円 ２０ 固液界面解析システ

ム

１時間 ４４０円

２１・２２ 省略 ２１・２２ 省略

２３ クリーンベンチ １時間 ５５０円 ２３ クリーンベンチ １時間 ４４０円

２４・２５ 省略 ２４・２５ 省略

２６ 熱分析装置 １時間 ７７０円 ２６ 熱分析装置 １時間 ６６０円

２７～３５ 省略 ２７～３５ 省略

３６ Ｘ線ＣＴ １時間 ５５０円 ３６ Ｘ線ＣＴ １時間 ４４０円

３７ 省略 ３７ 省略

３８ 超高速液体クロマト

グラフ

１時間 ６６０円 ３８ 超高速液体クロマト

グラフ

１時間 ５５０円

３９～４１ 省略 ３９～４１ 省略

省略 省略

注 省略

手 数 料

注 省略

手 数 料
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区分 種別 細 別 単位
金 額

区分 種別 細 別 単位
金 額

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ

円 円 円 円 円 円

技術

開発

関係

試験 １～６ 省略 技術

開発

関係

試験 １～６ 省略

７ 工業用水及

び廃水に関す

る試験

７ 工業用水及

び廃水に関す

る試験

化学試験 １件 ８，２５０ ５，８３０ 省略 化学試験 １件 ８，２５０ ５，７２０ 省略

８ その他の化

学試験及び物

理試験

８ その他の化

学試験及び物

理試験

� 省略 � 省略

� 物理試験 １件 ５，６１０ ２，９７０ 省略 � 物理試験 １件 ５，６１０ ２，８６０ 省略

図案

調製

等

１ 図案調製 １件 ３４，２１０ 図案

調製

等

１ 図案調製 １件 ３４，１００

２ 省略 ２ 省略

食品

産業

関係

試験 １ 食品類に関

する試験

食品

産業

関係

試験 １ 食品類に関

する試験

� 微生物 １件 １１，５５０ ８，１４０ ５，３９０ � 微生物 １件 １１，５５０ ８，１４０ ５，２８０

� 酵素 １件 ８，６９０ ８，２５０ 省略 � 酵素 １件 ８，６９０ ８，１４０ 省略

� 食品添加

物

１件 １０，１２０ 省略 � 食品添加

物

１件 １０，０１０ 省略

� 省略 � 省略

� 容器又は

包装

１件 １５，６２０ ８，２５０ ４，０７０ � 容器又は

包装

１件 １５，６２０ ８，２５０ ３，９６０

２ 省略 ２ 省略

窯業

関係

試験 １ 省略 窯業

関係

試験 １ 省略

２ 一般物理的

性能試験

２ 一般物理的

性能試験

� 粉末細度 １件 ５，９４０ ３，８５０ � 粉末細度 １件 ５，７２０ ３，７４０

�・� 省略 �・� 省略

� 耐風試験 １件 １０，７８０ � 耐風試験 １件 １０，６７０

� 省略 � 省略

３ 耐火度試験 １件 １１，５５０ ３ 耐火度試験 １件 １１，４４０

４ 省略 ４ 省略

５ 耐寒度試験 １件 １４，１９０ ５ 耐寒度試験 １件 １１，９９０

６ 省略 ６ 省略

７ 焼成試験 ７ 焼成試験

� ガス炉 １件 ３２，６７０ １６，３９０ � ガス炉 １件 ３１，９００ １５，９５０

� 電気炉 １件 ３０，２５０ � 電気炉 １件 ２６，６２０

はい

土、

ゆう

薬、

顔料

等調

は い 土、ゆ う

薬、顔料等調製

及び加工

１件 ３１，９００ はい

土、

ゆう

薬、

顔料

等調

は い 土、ゆ う

薬、顔料等調製

及び加工

１件 ３０，０３０

愛 媛 県 報令和３年３月２６日 第１９２号外２
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（愛媛県家畜種付等手数料規則の一部改正）

第４条 愛媛県家畜種付等手数料規則（昭和３１年愛媛県規則第４５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

製及

び加

工

製及

び加

工

省略 省略

繊維

産業

関係

試験 １ 省略 繊維

産業

関係

試験 １ 省略

２ 物理試験 １件 ３，８５０ １，８７０ １，７６０ ２ 物理試験 １件 ３，８５０ １，８７０ １，６５０

染織

整理

等試

作加

工

１・２ 省略 染織

整理

等試

作加

工

１・２ 省略

３ より糸 ３ より糸

�・� 省略 �・� 省略

� 強より １キロ

グラム

２，９７０ ２，５３０ � 強より １キロ

グラム

２，８６０ ２，４２０

� 飾糸 １キロ

グラム

３，９６０ １，８７０ � 飾糸 １キロ

グラム

３，９６０ １，７６０

４ 製織 ４ 製織

�～� 省略 �～� 省略

� ジャガー

ドパイル織

物

１メー

トル

１，５４０ ９９０ 省略 � ジャガー

ドパイル織

物

１メー

トル

１，５４０ ８８０ 省略

�・� 省略 �・� 省略

� 特殊パイ

ル織物

１メー

トル

３，０８０ 省略 � 特殊パイ

ル織物

１メー

トル

２，９７０ 省略

� 省略 � 省略

５ 省略 ５ 省略

省略 省略

紙産

業関

係

試験 １ 省略 紙産

業関

係

試験 １ 省略

２ 化学試験 １件 １５，１８０ ８，８００ 省略 ２ 化学試験 １件 １２，１００ ８，１４０ 省略

３ 応用試験 ３ 応用試験

� 紙葉調製 １件 １２，２１０ � 紙葉調製 １件 １１，７７０

� こう解試

験

１件 ９，０２０ 省略 � こう解試

験

１件 ８，９１０ 省略

共通 分析 １ 省略 共通 分析 １ 省略

２ 定量分析 １成分 ７，２６０ ６，０５０ ２，８６０ ２ 定量分析 １成分 ７，２６０ ６，０５０ ２，７５０

３ 省略 ３ 省略

省略 省略

注 省略 注 省略

改 正 後 改 正 前

別表 別表

畜種 精 液 料 注 入 料 受精卵移植料 畜種 精 液 料 注 入 料

自然

交配

料

受精卵移植料

乳牛 ―
１回に

つき

１，６７０

円

１回に

つき

１０，２２

０円
乳牛 ―

１回に

つき

１，５５０

円
―

１回に

つき

９，５９０

円

愛 媛 県 報令和３年３月２６日 第１９２号外２
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（愛媛県農林水産研究所使用規則の一部改正）

第５条 愛媛県農林水産研究所使用規則（昭和３８年愛媛県規則第５８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

和牛 ―
１回に

つき

１，６７０

円

１回に

つき

１０，２２

０円
和牛 ―

１回に

つき

１，５５０

円
―

１回に

つき

９，５９０

円

馬 ―
１回に

つき

１，６７０

円

省略
馬 ―

１回に

つき

１，５５０

円
―

省略

豚
１回に

つき

１，０６０

円

１回に

つき

１，６７０

円

省略
豚

１回に

つき

１，０６０

円

１回に

つき

１，５５０

円

１，３２

０円

省略

めん羊 ―
１回に

つき

１，６７０

円

省略
めん羊 ―

１回に

つき

１，５５０

円
―

省略

山羊 ―
１回に

つき

１，６７０

円

省略
山羊 ―

１回に

つき

１，５５０

円
―

省略

改 正 後 改 正 前

別表（第１７条関係）

１ 分析等に係る使用料

別表（第１７条関係）

１ 分析等に係る使用料

種 別 細 別 単 位 金 額 種 別 細 別 単 位 金 額

肥料の定量分析 水分分析 １件につき ２，０００円 肥料の定量分析 水分分析 １件につき １，２４０円

窒素分析 １件につき ４，６００円 窒素分析 １件につき ４，５９０円

りん酸分析 １件につき ４，５００円 りん酸分析 １件につき ４，４６０円

加里分析 １件につき ５，７００円 加里分析 １件につき ５，５４０円

苦土分析 １件につき ５，７００円 苦土分析 １件につき ５，５４０円

マンガン分析 １件につき ５，９００円 マンガン分析 １件につき ５，５４０円

アルカリ分分析 １件につき ４，７００円 アルカリ分分析 １件につき ４，５８０円

省略 省略

土壌の定量分析 窒素分析 １件につき ４，８００円 土壌の定量分析 窒素分析 １件につき ４，４１０円

有効態りん酸分析 １件につき ３，７００円 有効態りん酸分析 １件につき ３，３５０円

置換性加里分析 １件につき ４，７００円 置換性加里分析 １件につき ４，３７０円

置換性石灰分析 １件につき ４，５００円 置換性石灰分析 １件につき ４，３７０円

置換性苦土分析 １件につき ４，５００円 置換性苦土分析 １件につき ４，３７０円

置換性マンガン分析 １件につき ４，５００円 置換性マンガン分析 １件につき ４，３７０円

腐植分析 １件につき ４，６００円 腐植分析 １件につき ４，４１０円

水素イオン濃度分析 １件につき １，７００円 水素イオン濃度分析 １件につき １，４００円

りん酸吸収係数分析 １件につき ４，６００円 りん酸吸収係数分析 １件につき ４，３００円

省略 省略

木材の材質試験 含水率測定 １件につき ５，５５０円 木材の材質試験 含水率測定 １件につき ５，４７０円

収縮率測定 １件につき ８，０００円 収縮率測定 １件につき ７，３６０円

吸水量測定 １件につき ８，０００円 吸水量測定 １件につき ７，３６０円

木材の強度試験 圧縮試験 １件につき ８，７６０円 木材の強度試験 圧縮試験 １件につき ８，１７０円

引張り試験 １件につき ８，７６０円 引張り試験 １件につき ８，１７０円

曲げ試験 １件につき ８，７６０円 曲げ試験 １件につき ８，１７０円

せん断試験 １件につき ８，７６０円 せん断試験 １件につき ８，１７０円

衝撃曲げ試験 １件につき ８，０７０円 衝撃曲げ試験 １件につき ７，４２０円

愛 媛 県 報令和３年３月２６日 第１９２号外２
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（愛媛県家畜保健衛生所手数料規則の一部改正）

第６条 愛媛県家畜保健衛生所手数料規則（昭和４０年愛媛県規則第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県在宅介護研修センター使用規則の一部改正）

第７条 愛媛県在宅介護研修センター使用規則（平成１６年愛媛県規則第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

硬さ試験 １件につき ８，７６０円 硬さ試験 １件につき ８，１７０円

くぎ引抜き抵抗試験 １件につき ８，７６０円 くぎ引抜き抵抗試験 １件につき ８，１７０円

剥離試験 １件につき ９，９１０円 剥離試験 １件につき ９，０４０円

面内せん断試験 １件につき ２３，８４０円 面内せん断試験 １件につき ２１，６７０円

動的弾性係数測定 １件につき ２，８００円

木材の実大強度

試験

圧縮試験 １件につき ９，７９０円

引張り試験 １件につき ９，８６０円

曲げ試験 １件につき ９，８６０円

せん断試験 １件につき ９，７９０円

接合部強度試験 １件につき １１，６４０円

省略 省略

養殖水産動植物

の伝染性疾病検

査

こい科魚類の特定疾

病検査

１件につき ８４，０００円 養殖水産動植物

の伝染性疾病検

査

こい科魚類の特定疾

病検査

１件につき ８３，０００円

２ 省略 ２ 省略

改 正 後 改 正 前

家畜保健衛生所手数料条例 （昭和２５年愛媛県条例第４０

号）第２条の規定により知事が定める手数料の額は次のとおりとす

る。

１ 省略

２ 寄生虫検査のうちふん便検査 １件につき ２５０円

３ 点数表の種別欄に掲げるもの以外の診療その他の行為

ア 妊娠鑑定 １件につき １，３９０円

イ 精液検査 同 １，９６０円

ウ その他の検査 同 ２４０円

エ 去勢 大家畜１頭に ５，５５０円

つき

中家畜 同 ３，３４０円

オ 寄生虫駆除（原虫糸状虫を除く） 大家畜 同 ２３０円

中家畜 同 １８０円

カ 第二胃異物摘出 大家畜 同 ３７０円

家畜保健衛生所使用料及び手数料条例（昭和２５年愛媛県条例第４０

号）第３条の規定により知事が定める手数料の額は次のとおりとす

る。

１ 省略

２ 寄生虫検査のうちふん便検査 １件につき ２１０円

３ 点数表の種別欄に掲げるもの以外の診療その他の行為

ア 妊娠鑑定 １件につき １，０００円

イ 精液検査 同 １，６００円

ウ その他の検査 同 ２００円

エ 去勢 大家畜１頭に ４，１００円

つき

中家畜 同 ２，８００円

オ 寄生虫駆除（原虫糸状虫を除く） 大家畜 同 １５０円

中家畜 同 １００円

カ 第二胃異物摘出 大家畜 同 ３２０円

改 正 後 改 正 前

別表（第６条関係） 別表（第６条関係）

区 分

使 用 料

区 分

使 用 料

午 前 午 後 全 日 午 前 午 後 全 日

９：００～

１２：００

１３：００～

１７：００

９：００～

１７：００

９：００～

１２：００

１３：００～

１７：００

９：００～

１７：００

省略 省略

研修室 第２研修室 １，３００円 １，８００円 ３，１００円 研修室 第２研修室 １，０００円 １，３００円 ２，３００円

省略 省略

愛 媛 県 報令和３年３月２６日 第１９２号外２
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（愛媛県生涯学習センター管理規則の一部改正）

第８条 愛媛県生涯学習センター管理規則（令和２年愛媛県規則第１２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県総合科学博物館管理規則の一部改正）

第９条 愛媛県総合科学博物館管理規則（令和２年愛媛県規則第１３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県歴史文化博物館管理規則の一部改正）

第１０条 愛媛県歴史文化博物館管理規則（令和２年愛媛県規則第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

省略 省略

注１ 省略

２ 午前、午後及び全日の区分ごとに指定する時間以外の時

間に使用する場合の使用料は、１時間までごとに、次の表

に定める額とする。

注１ 省略

２ 午前、午後及び全日の区分ごとに指定する時間以外の時

間に使用する場合の使用料は、１時間までごとに、次の表

に定める額とする。

区 分 使 用 料 区 分 使 用 料

省略 省略

研修室 第２研修室 ４６０円 研修室 第２研修室 ３３０円

省略 省略

省略 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係）

特別利用料

別表（第３条関係）

特別利用料

区分 単位 金額 区分 単位 金額

閲覧 １点１回につき ５５０円 閲覧 １点１回につき ５２０円

模写・模造 １点１回につき ５，５００円 模写・模造 １点１回につき ５，２３０円

撮影・複写 １点１回につき ５，５００円 撮影・複写 １点１回につき ５，２３０円

原版使用 １点１回につき ５，５００円 原版使用 １点１回につき ５，２３０円

注 省略 注 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係）

特別利用料

別表（第３条関係）

特別利用料

区分 単位 金額 区分 単位 金額

閲覧 １点１回につき ５５０円 閲覧 １点１回につき ５２０円

模写・模造 １点１回につき ５，５００円 模写・模造 １点１回につき ５，２３０円

撮影・複写 １点１回につき ５，５００円 撮影・複写 １点１回につき ５，２３０円

原版使用 １点１回につき ５，５００円 原版使用 １点１回につき ５，２３０円

注 省略 注 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係）

特別利用料

別表（第３条関係）

特別利用料

区分 単位 金額 区分 単位 金額

閲覧 １点１回につき ５５０円 閲覧 １点１回につき ５２０円
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（愛媛県美術館管理規則の一部改正）

第１１条 愛媛県美術館管理規則（令和２年愛媛県規則第１７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 第３条の規定による改正後の愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料に関する規則本則使用料の表及び手数料の表の規定は、この規

則の施行の日（以下「施行日」という。）以後に徴収する使用料及び手数料について適用し、施行日前に徴収した使用料及び手数料につ

いては、なお従前の例による。

３ 第２条の規定による改正後の愛媛県立衛生環境研究所の使用及び使用料に関する規則別表第１の規定、第５条の規定による改正後の愛

媛県農林水産研究所使用規則別表１の表の規定、第７条の規定による改正後の愛媛県在宅介護研修センター使用規則別表の規定及び第１１

条の規定による改正後の愛媛県美術館管理規則別表の規定は、施行日以後の試験、検査、分析及び使用（以下「試験等」という。）に係

る使用料で施行日以後にその全額又は未徴収額について徴収するものについて適用し、施行日前の試験等に係る使用料及び施行日以後の

試験等に係る使用料で施行日前にその全額について徴収したものについては、なお従前の例による。

４ 第８条の規定による改正後の愛媛県生涯学習センター管理規則別表の規定、第９条の規定による改正後の愛媛県総合科学博物館管理規

則別表の規定及び第１０条の規定による改正後の愛媛県歴史文化博物館管理規則別表の規定は、施行日以後の愛媛県生涯学習センター管理

条例（平成２０年愛媛県条例第２５号）第１５条第１項、愛媛県総合科学博物館管理条例（平成２０年愛媛県条例第２６号）第１５条第１項又は愛媛

県歴史文化博物館管理条例（平成２０年愛媛県条例第２７号）第１５条第１項に規定する特別利用（以下「特別利用」という。）に係る使用料

で施行日以後に徴収するものについて適用し、施行日前の特別利用に係る使用料及び施行日以後の特別利用に係る使用料で施行日前に徴

模写・模造 １点１回につき ５，５００円 模写・模造 １点１回につき ５，２３０円

撮影・複写 １点１回につき ５，５００円 撮影・複写 １点１回につき ５，２３０円

原版使用 １点１回につき ５，５００円 原版使用 １点１回につき ５，２３０円

注 省略 注 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第１１条関係）

１ 常設展観覧料

別表（第１１条関係）

１ 常設展観覧料

区分 一般
団体

（２０人以上）
区分 一般

団体

（２０人以上）

１ 高等学校及び中等教育学校の後期

課程の生徒、大学の学生その他これ

らに類する者

２２０円 １７０円

１ 高等学校及び中等教育学校の後期

課程の生徒、大学の学生その他これ

らに類する者

２００円 １６０円

２ １５歳以上の者（中学校、義務教育

学校の後期課程、中等教育学校の前

期課程及び特別支援学校の中学部の

生徒並びに１の項に該当する者を除

く。）

３３０円 ２６０円

２ １５歳以上の者（中学校、義務教育

学校の後期課程、中等教育学校の前

期課程及び特別支援学校の中学部の

生徒並びに１の項に該当する者を除

く。）

３１０円 ２５０円

２ 施設使用料 ２ 施設使用料

省略 省略

注 省略

３ 特別利用料

注 省略

３ 特別利用料

区分 単位 金額 区分 単位 金額

閲覧 １点１日につき ５５０円 閲覧 １点１日につき ５２０円

模写・模造 １点１日につき ５，５００円 模写・模造 １点１日につき ５，２３０円

撮影・複写 １点１回につき ５，５００円 撮影・複写 １点１回につき ５，２３０円

原版使用 １点１回につき ５，５００円 原版使用 １点１回につき ５，２３０円

注 省略 注 省略
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収したものについては、なお従前の例による。

�愛媛県規則第１５号
愛媛県幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則（平成２７年愛媛県規則第９号）の一部を次のように改

正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（保育室等の基準）

第３条 条例第７条第３項の規則で定める基準は、児童福祉施設基

準省令第３２条第８号に定める基準をもって、その基準とする

。この場合において、次の表の左欄

に掲げる児童福祉施設基準省令の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

（愛媛県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

施行規則の準用）

第３条 愛媛県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める

条例施行規則（平成２５年愛媛県規則第１８号。以下「児童福祉施設

基準規則」という。）第１０条及び第１１条の規定は、幼保連携型認

定こども園について準用する。この場合において、次の表の左欄

に掲げる児童福祉施設基準規則の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える

児童福祉施

設基準省令

の規定

読み替えられる字句 読み替える字句

読み替える

児童福祉施

設基準規則

の規定

読み替えられる字句 読み替える字句

第３２条第８

号

又は遊戯室 、遊戯室又は便所 第１０条 条例第４５条第３項（条

例第４３条第１項におい

て準用する場合を含

む。）

愛媛県幼保連携型認定

こども園の設備及び運

営に関する基準を定め

る条例第７条第３項

保育室等を２階 乳児室、ほふく室、保

育室、遊戯室又は便所

（以下「保育室等」と

いう。）を２階

該当するものであるこ

と。

該当するものであるこ

と。こ の 場 合 に お い

て、３階以上の階に設

けられる保育室等は、

原則として、満３歳未

満の園児の保育の用に

供するものでなければ

ならない。

とする

。

とする

。こ の 場 合 に お い

て、３階以上の階に設

けられる保育室等は、

原則として、満３歳未

満の園児の保育の用に

供するものでなければ

ならない。

第３２条第８

号イ

耐火建築物（建築基準

法（昭 和２５年 法 律 第

２０１号）第２条第９号

の２に規定する耐火建

築物をいう。以下この

号において同じ。）又

は準耐火建築物（同条

第９号の３に規定する

準耐火建築物をいい、

同号ロに該当するもの

を除く。）（保育室等

を３階以上に設ける建

省略 第１０条第１

号

耐火建築物（建築基準

法（昭 和２５年 法 律 第

２０１号）第２条第９号

の２に規定する耐火建

築物をいう。以下

同じ。）又

は準耐火建築物（同条

第９号の３に規定する

準耐火建築物をいい、

同号ロに該当するもの

を除く。）（保育室等

を３階以上に設ける建

省略
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附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第１６号
愛媛県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則を次のように定める。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

愛媛県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則（平成２５年愛媛県規則第２５号）の全部を改正す

る。

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（令和３年愛媛県条例第１４号。以下

「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（技術的読替え）

物にあつては、耐火建

築物）

物にあっては、耐火建

築物）

第３２条第８

号ロ

省略 第１０条第２

号

省略

第３２条第８

号ハ

省略 第１０条第３

号

省略

第３２条第８

号ヘ

省略 第１０条第６

号及び第１１

条第５号

省略

第１１条 条例第４６条 愛媛県幼保連携型認定

こども園の設備及び運

営に関する基準を定め

る条例第１４条第１項に

おいて読み替えて準用

する条例第４６条

第１１条第１

号及び第４

号

幼児 園児

附 則

（設置に係る特例）

２ この規則の施行の日前から幼稚園（その運営の実績等により適

正な運営が確保されていると認められるものに限る。）を設置し

ている者が、当該幼稚園を廃止し、当該幼稚園と同一の所在場所

において、当該幼稚園の設備を用いて幼保連携型認定こども園を

設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第３条

において読み替えて適用される児童福祉施設基準省令第３２条第８

号の規定の適用については、当分の間、同号中「次のイ、ロ及び

ヘの要件 」とあるのは、「耐火建築物であり、かつ、

園児の待避上必要な設備を備えるもの 」と読み替える

ものとする。

３ この規則の施行の日前から保育所（その運営の実績等により適

正な運営が確保されていると認められるものに限る。）を設置し

ている者が、当該保育所を廃止し、当該保育所と同一の所在場所

において、当該保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を

設置する場合における当該幼保連携型認定こども園については、

当分の間、第３条の表（児童福祉施設基準省令第３２条第８号イの

読替規定に限る。）の規定は、適用しない。

附 則

（設置に係る特例）

２ この規則の施行の日前から幼稚園（その運営の実績等により適

正な運営が確保されていると認められるものに限る。）を設置し

ている者が、当該幼稚園を廃止し、当該幼稚園と同一の所在場所

において、当該幼稚園の設備を用いて幼保連携型認定こども園を

設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第３条

において読み替えて準用する児童福祉施設基準規則第１０条

の規定の適用については、当分の間、同条中「第１号、第２号

及び第６号の要件に」とあるのは、「耐火建築物であり、かつ、

園児の待避上必要な設備を備えるものであること」と読み替える

ものとする。

３ この規則の施行の日前から保育所（その運営の実績等により適

正な運営が確保されていると認められるものに限る。）を設置し

ている者が、当該保育所を廃止し、当該保育所と同一の所在場所

において、当該保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を

設置する場合における当該幼保連携型認定こども園については、

当分の間、第３条の表（児童福祉施設基準規則第１０条第１号 の

読替規定に限る。）の規定は、適用しない。
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第２条 条例第４条の規定により児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第

１５号。以下「基準省令」という。）に定める基準を同条の基準とする場合における基準省令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりと

する。

読み替える基準省令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句

第３６条第２項 この章 この章（第４０条を除く。）の規定及び愛媛県指定通所

支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を

定める条例（令和３年愛媛県条例第１４号。以下「基準

条例」という。）第５条又は第６条

第５４条の５及び第５４条の９ 除く 除き、基準条例第４条の規定により読み替えられた規

定にあっては、同条の規定による読替え後のものとす

る

第６４条 第３６条 基準条例第４条の規定により読み替えられた第３６条

第７１条、第７１条の２及び第

７１条の６

第３４条から第４５条まで 第３４条、第３５条、基準条例第４条の規定により読み替

えられた第３６条、第３７条から第４５条まで

附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第１７号
愛媛県指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則を次のように定める。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

愛媛県指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則（平成２５年愛媛県規則第２６号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（令和３年愛媛県条例第１５号。以下

「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（技術的読替え）

第２条 条例第４条の規定により児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第

１６号。以下「基準省令」という。）に定める基準を同条の基準とする場合における基準省令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりと

する。

読み替える基準省令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句

第３３条第３項 この章 この章（第３７条を除く。）の規定及び愛媛県指定障害

児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例（令和３年愛媛県条例第１５号。以下「基準条

例」という。）第５条

第５７条 第２０条から第３８条まで 第２０条から第３２条まで、基準条例第４条の規定により

読み替えられた第３３条、第３４条から第３８条まで

附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第１８号
愛媛県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則を次のように定める。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

愛媛県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則（平成２５年愛媛県規則第２号）の全部

を改正する。

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（令和３年愛媛県条例第１６
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号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（技術的読替え）

第２条 条例第４条の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の

人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７１号。以下「基準省令」という。）に定める基準を同条の基準とする場合

における基準省令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える基準省令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句

第６６条第２項 この章 この章（第７０条を除く。）の規定及び愛媛県指定障害

福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例（令和３年愛媛県条例第１６号。以

下「基準条例」という。）第５条

第９３条、第９３条の５、第

１２５条、第１２５条の４、第

１６２条、第１６２条の４、第

１７１条、第１７１条の４、第

１８４条、第１９７条、第２０２

条、第２１３条、第２１３条の

１１、第２１３条の２２及び第２２３

条第１項

第６６条 基準条例第４条の規定により読み替えられた第６６条

第１３２条第１項 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律に基づく障害福祉サービス

事業の設備及び運営に関する基準（平成１８年

厚生労働省令第１７４号）又は障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律

に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関

する基準（平成１８年厚生労働省令第１７７号）

愛媛県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例（令和３年愛媛県条例第１８号）又は

愛媛県障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を

定める条例（令和３年愛媛県条例第２１号）

第１３２条第３項 この省令 基準条例

第２０３条第３項 基準 愛媛県救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施

設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４

年愛媛県条例第４７号）

附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第１９号
愛媛県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則を次のように定める。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

愛媛県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則（平成２５年愛媛県規則第３号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（令和３年愛媛県条例第１７号。以下

「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（技術的読替え）

第２条 条例第４条の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設

備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７２号）に定める基準を同条の基準とする場合においては、同省令第４０条第３項中

「この章」とあるのは、「この章（第４４条を除く。）の規定及び愛媛県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例（令和３年愛媛県条例第１７号）第５条」と読み替えるものとする。

附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。
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�愛媛県規則第２０号
愛媛県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則を次のように定める。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

愛媛県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則（平成２５年愛媛県規則第４号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和３年愛媛県条例第１８号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（技術的読替え）

第２条 条例第３条の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び

運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７４号。以下「基準省令」という。）に定める基準を同条の基準とする場合における基準省

令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える基準省令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句

第２４条第２項 この章 この章（第８条を除く。）の規定及び愛媛県障害福祉

サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例（令和３年愛媛県条例第１８号。以下「基準条例」と

いう。）第４条

第５０条、第５５条、第６１条、

第７０条、第８５条及び第８８条

第２４条から第２６条まで 基準条例第３条の規定により読み替えられた第２４条、

第２５条から第２６条まで

第９０条第１項 指定通所支援基準の規定 愛媛県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に

関する基準等を定める条例（令和３年愛媛県条例第１４

号）の規定

附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第２１号
愛媛県地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例第７条第２項のサービスの提供に関する記録を定める規則等を廃

止する規則を次のように定める。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例第７条第２項のサービスの提供に関する記録を定める規則等

を廃止する規則

次に掲げる規則は、廃止する。

� 愛媛県地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例第７条第２項のサービスの提供に関する記録を定める規則（平

成２５年愛媛県規則第５号）

� 愛媛県福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則（平成２５年愛媛県規則第６号）

� 愛媛県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則（平成２５年愛媛県規則第１８号）

附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第２２号
愛媛県障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則を次のように定める。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

愛媛県障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則（平成２５年愛媛県規則第７号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和３年愛媛県条例第２１号。以下「条例」とい

う。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（技術的読替え）

愛 媛 県 報令和３年３月２６日 第１９２号外２
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第２条 条例第３条の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に

関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７７号）に定める基準を同条の基準とする場合においては、同省令第３４条第２項中「この章」とあ

るのは、「この章（第７条を除く。）の規定及び愛媛県障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和３年愛媛県条例

第２１号）第４条」と読み替えるものとする。

附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第２３号
愛媛県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則を次のように定める。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

愛媛県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則（平成２５年愛媛県規則第８号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（令和３年愛媛県条例第２３号。以下「条例」とい

う。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（技術的読替え）

第２条 条例第２条の規定により軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成２０年厚生労働省令第１０７号。以下「基準省令」とい

う。）に定める基準を同条の基準とする場合における基準省令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える基準省令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句

第２２条第２項 第７条から第９条まで 第７条、第９条

規定を遵守させる 規定並びに愛媛県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準

を定める条例（令和３年愛媛県条例第２３号。以下「基準条例」

という。）第３条の規定を遵守させる

附則第２条第１号 附則第３条から附則第１０条まで 次条から附則第９条まで及び基準条例第２条の規定により読み

替えられた附則第１０条の規定並びに基準条例第３条

附則第１０条 第２２条及び 基準条例第２条の規定により読み替えられた第２２条及び

第２２条第２項中「第７条から第９条

まで

基準条例第２条の規定により読み替えられた第２２条第２項中

「第７条、第９条

並びに附則第１０条において準用する

第７条から第９条まで

の規定並びに附則第１０条において準用する第７条、第９条

附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第２４号
愛媛県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則を次のように定める。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

愛媛県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則（平成２５年愛媛県規則第９号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（令和３年愛媛県条例第２４号。以下「条例」とい

う。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（技術的読替え）

第２条 条例第３条の規定により養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（昭和４１年厚生省令第１９号）に定める基準を同条の基準とす

る場合においては、同省令第２１条第２項中「第７条から第９条まで」とあるのは「第７条、第９条」と、「規定を遵守させる」とあるの

は「規定並びに愛媛県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（令和３年愛媛県条例第２４号）第４条の規定を遵守させ

る」と読み替えるものとする。

附 則
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この規則は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第２５号
愛媛県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則を次のように定める。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

愛媛県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則（平成２５年愛媛県規則第１０号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（令和３年愛媛県条例第２５号。以下「条例」と

いう。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（技術的読替え）

第２条 条例第３条の規定により特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第４６号。以下「基準省令」とい

う。）に定める基準を同条の基準とする場合における基準省令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える基準省令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句

第１１条第１項第２号イ 第８条第１項に規定する計画 愛媛県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定

める条例（令和３年愛媛県条例第２５号。以下「基準条例」と

いう。）第４条第１項に規定する施設防災計画

第１１条第１項第２号ロ 第８条第２項 基準条例第４条第２項

計画 施設防災計画

第２３条第２項 第７条から第９条まで及び第１２条の２

から第３１条の２まで

第７条、第９条及び第１２条の２から第３１条の２までの規定並

びに基準条例第４条

第３５条第１項第２号イ 第４２条において準用する第８条第１項

に規定する計画

基準条例第４条第１項に規定する施設防災計画

第３５条第１項第２号ロ 第４２条において準用する第８条第２項 基準条例第４条第２項

計画 施設防災計画

第４２条及び第６３条 第２０条から第２３条まで 第２０条から第２２条の２まで、基準条例第３条の規定により読

み替えられた第２３条

第２３条第２項中「第７条から第９条ま

で

基準条例第３条の規定により読み替えられた第２３条第２項中

「第７条、第９条

並びに の規定並びに

準用する第８条、第９条 準用する第９条

第５５条第１項第２号イ 第５９条において準用する第８条第１項

に規定する計画

基準条例第４条第１項に規定する施設防災計画

第５５条第１項第２号ロ 第５９条において準用する第８条第２項 基準条例第４条第２項

計画 施設防災計画

第５９条 第１７条から第２９条まで 第１７条から第２２条の２まで、基準条例第３条の規定により読

み替えられた第２３条、第２４条から第２９条まで

第２３条第２項中「第７条から第９条ま

で

基準条例第３条の規定により読み替えられた第２３条第２項中

「第７条、第９条

並びに第５９条において準用する第７条

から第９条まで

の規定並びに第５９条において準用する第７条、第９条

第６１条第１項第２号イ 第６３条において準用する第８条第１項

に規定する計画

基準条例第４条第１項に規定する施設防災計画

第６１条第１項第２号ロ 第６３条において準用する第８条第２項 基準条例第４条第２項

計画 施設防災計画

附則第３条第１項 第１１条第４項第１号及び第５５条第４項

第１号

基準条例第３条の規定により読み替えられた第１１条第４項第

１号及び第５５条第４項第１号
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第１１条第４項第１号イ及び第５５条第４

項第１号イ中「４人」とあるのは「原

則として４人

基準条例第３条の規定により読み替えられた第１１条第４項第

１号イ及び第５５条第４項第１号イ中「１人とすること。ただ

し、入所者相互の視線の遮断その他の入所者のプライバシー

の保護に配慮する措置が講じられていると認められる場合

は、２人以上４人以下とすることができる」とあるのは「原

則として４人以下とすること

２ 条例第３条の規定により特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（平成１４年厚生労働省令第１０７号。以

下「改正省令」という。）に定める基準を同条の基準とする場合における改正省令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える改正省令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句

附則第２条第２項 第３章 第３章（愛媛県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する

基準を定める条例（令和３年愛媛県条例第２５号。以下「基準

条例」という。）第３条の規定により読み替えられた規定に

あっては、同条の規定による読替え後のものとする。以下同

じ。）及び基準条例第４条

附則第３条第２項 第３章 第３章並びに基準条例第４条

３ 条例第３条の規定により地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に

伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令（平成２３年厚生労働省令第１２７号。以下「整備省令」という。）に定める基準を同条の基準

とする場合における整備省令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える整備省令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句

附則第２条第２項 新特養基準第１１条第４項第１号イ及び

第５５条第４項第１号イ

愛媛県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定

める条例（令和３年愛媛県条例第２５号）第３条の規定により

読み替えられた新特養基準第１１条第４項第１号イ及び第５５条

第４項第１号イ

新特養基準第１１条第４項第１号イ及び

第５５条第４項第１号イ中「１人

これらの規定中「１人とすること。ただし、入所者相互の視

線の遮断その他の入所者のプライバシーの保護に配慮する措

置が講じられていると認められる場合は、２人以上４人以下

とすることができる

４人以下 ４人以下とすること

附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第２６号
愛媛県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則を次のように定める。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

愛媛県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則（平成２５年愛媛県規則第１１号）の全部を改

正する。

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（令和３年愛媛県条例第２６号。

以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（技術的読替え）

第２条 条例第４条の規定により指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３７号。以下「基準省

令」という。）に定める基準を同条の基準とする場合における基準省令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える基準省令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句

第２８条第２項 この章 この章（愛媛県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及

び運営に関する基準等を定める条例（令和３年愛媛県条例

第２６号。以下「基準条例」という。）第４条の規定により
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読み替えられた規定にあっては、同条の規定による読替え

後のものとする。）

第３９条の３ 前節 前節（基準条例第４条の規定により読み替えられた規定に

あっては、同条の規定による読替え後のものとする。）

第４３条 第６項を除く 第６項を除き、基準条例第４条の規定により読み替えられ

た規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとす

る

第５２条第２項 この節 この節（基準条例第４条の規定により読み替えられた規定

にあっては、同条の規定による読替え後のものとする。）

第５８条 第５４条を除く 第５４条を除き、基準条例第４条の規定により読み替えられ

た規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとす

る

第７４条、第８３条、第９１条、

第２０５条、第２０６条及び第

２１６条

第５２条 基準条例第４条の規定により読み替えられた第５２条

第１０５条 第５２条 基準条例第４条の規定により読み替えられた第５２条

と読み替えるものとする と、基準条例第４条の規定により読み替えられた第５２条第

２項 中「こ の 節（」と あ る の は「こ の 節（第１０３条 を 除

き、」と、「読替え後のものとする。）」とあるのは「読

替え後のものとする。）の規定及び基準条例第５条」と読

み替えるものとする

第１０５条の３ 第５２条 基準条例第４条の規定により読み替えられた第５２条

、第９５条第４項 、基準条例第４条の規定により読み替えられた第５２条第２

項中「読替え後のものとする。）」とあるのは「読替え後

のものとする。）の規定及び基準条例第５条」と、第９５条

第４項

第１０９条 第５２条 基準条例第４条の規定により読み替えられた第５２条

、第９６条第２項 、基準条例第４条の規定により読み替えられた第５２条第２

項中「読替え後のものとする。）」とあるのは「読替え後

のものとする。）の規定及び基準条例第５条」と、第９６条

第２項

第１１６条第２項 この節 この節（基準条例第４条の規定により読み替えられた規定

にあっては、同条の規定による読替え後のものとする。）

の規定及び基準条例第５条

第１２４条第１項第２号イ 第１４０条において準用する第１０３条第１

項に規定する計画

基準条例第５条第１項に規定する事業所防災計画（以下

「事業所防災計画」という。）

第１２４条第１項第２号ロ 第１４０条において準用する第１０３条第１

項

基準条例第５条第２項

同項に規定する計画 事業所防災計画

第１４０条、第１４０条の１５、第

１４０条の３２及び第１５５条

第５２条 基準条例第４条の規定により読み替えられた第５２条

、第１０１条第３項 、基準条例第４条の規定により読み替えられた第５２条第２

項中「読替え後のものとする。）」とあるのは「読替え後

のものとする。）の規定及び基準条例第５条」と、第１０１条

第３項

第１４０条 の４第１項 第２号

イ

第１４０条の１３において準用する第１４０条

において準用する第１０３条第１項に規

定する計画

事業所防災計画

第１４０条 の４第１項 第２号

ロ

第１４０条の１３において準用する第１４０条

において準用する第１０３条第１項

基準条例第５条第２項

同項に規定する計画 事業所防災計画
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第１４０条の１３ 及び第１３９条から第１４０条（第１０１条の準

用に係る部分を除く。）まで

、第１３９条、第１３９条の２及び基準条例第４条の規定により

読み替えられた第１４０条（第１０１条の準用に係る部分を除

く。）

第１５５条の１２ 第１５５条 基準条例第４条の規定により読み替えられた第１５５条

第１９１条の３第２項第２号 第１８１条第２項 基準条例第４条の規定により読み替えられた第１８１条第２項

第１９２条及び第１９２条の１２ 第５２条 基準条例第４条の規定により読み替えられた第５２条

、第１０４条第２項第１号 、基準条例第４条の規定により読み替えられた第５２条第２

項中「読替え後のものとする。）」とあるのは「読替え後

のものとする。）の規定及び基準条例第５条」と、第１０４条

第２項第１号

第１９２条の１１第２項第７号 第１８１条第２項 基準条例第４条の規定により読み替えられた第１８１条第２項

第２１７条第１項 この省令 この省令（基準条例第４条の規定により読み替えられた規

定にあっては、同条の規定による読替え後のものとする。

以下この条において同じ。）

２ 条例第４条の規定により指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（平成１５年厚生労働省令

第２８号。以下「平成１５年改正省令」という。）に定める基準を同条の基準とする場合における平成１５年改正省令の規定の技術的読替えは、

次の表のとおりとする。

読み替える平成１５年改正省

令の規定
読み替えられる字句 読み替える字句

附則第３条 第９章 第５節（第１４０条 の４第６項 第

１号ロ�を除く。）

第９章第５節（第１４０条の４第６項第１号ロ�及び第１４０条

の１３（新基準第１４０条の規定により新基準第１０３条を準用す

る部分に限る。）を除き、愛媛県指定居宅サービス等の事

業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（令

和３年愛媛県条例第２６号。以下「基準条例」という。）第

４条の規定により読み替えられた規定にあっては、同条の

規定による読替え後のものとする。）及び基準条例第５条

附則第４条第２項 第５節 第５節（第１４０条の１３（新基準第１４０条の規定により新基準

第１０３条を準用する部分に限る。）を除き、基準条例第４条

の規定により読み替えられた規定にあっては、同条の規定

による読替え後のものとする。）並びに基準条例第５条

３ 条例第４条の規定により指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（平成１７年厚生労働省

令第１３９号。以下「平成１７年改正省令」という。）に定める基準を同条の基準とする場合における平成１７年改正省令の規定の技術的読替

えは、次の表のとおりとする。

読み替える平成１７年改正省

令の規定
読み替えられる字句 読み替える字句

附則第２条第２項 第５節 第５節（第１５５条の１２（指定居宅サービス等新基準第１５５条

の規定により指定居宅サービス等新基準第１０３条を準用する

部分に限る。）を除き、愛媛県指定居宅サービス等の事業

の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（令和

３年愛媛県条例第２６号）第４条の規定により読み替えられ

た規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとす

る。）並びに同条例第５条

附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第２７号
愛媛県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準等を定める条例施行規則を次のように定める。

令和３年３月２６日

愛 媛 県 報令和３年３月２６日 第１９２号外２

２３



愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準等を定める条例施行規則

愛媛県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準等を定める条例施行規則（平成２５年愛媛県規則第１２号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（令和３年愛媛県条例第２７号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定め

るものとする。

（技術的読替え）

第２条 条例第４条の規定により指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３５号。以下「基準省令」という。）に定める基準を同条の基準とする場

合における基準省令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える基準省令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句

第５２条第２項 この節 この節（愛媛県指定介護予防サービス等の事業の人員、設

備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

（令 和３年 愛 媛 県 条 例 第２７号。以 下「基 準 条 例」と い

う。）第４条の規定により読み替えられた規定にあって

は、同条の規定による読替え後のものとする。）

第６１条 第５５条を除く 第５５条を除き、基準条例第４条の規定により読み替えられ

た規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとす

る

第７４条、第８４条、第９３条、

第２７６条、第２８０条及び第

２８９条

第５２条 基準条例第４条の規定により読み替えられた第５２条

第１１９条第２項 この節及び次節 この節（第１２０条の４を除き、基準条例第４条の規定により

読み替えられた規定にあっては、同条の規定による読替え

後のものとする。）及び次節の規定並びに基準条例第５条

第１３２条第１項第２号イ 第１４２条において準用する第１２０条の４

第１項に規定する計画

基準条例第５条第１項に規定する事業所防災計画（以下

「事業所防災計画」という。）

第１３２条第１項第２号ロ 第１４２条において準用する第１２０条の４

第１項

基準条例第５条第２項

同項に規定する計画 事業所防災計画

第１４２条、第１６６条、第１８５

条及び第１９５条

第５２条 基準条例第４条の規定により読み替えられた第５２条

、第５３条の２の２第２項 、基準条例第４条の規定により読み替えられた第５２条第２

項中「次節」とあるのは「次節の規定並びに基準条例第５

条」と、第５３条の２の２第２項

第１５３条第１項第２号イ 第１５９条において準用する第１４２条にお

いて準用する第１２０条の４第１項に規

定する計画

事業所防災計画

第１５３条第１項第２号ロ 第１５９条において準用する第１４２条にお

いて準用する第１２０条の４第１項

基準条例第５条第２項

同項に規定する計画 事業所防災計画

第１５９条 第１４０条から第１４２条（第１２０条の２の準

用に係る部分は除く。）まで

第１４０条、第１４１条、基準条例第４条の規定により読み替え

られた第１４２条（第１２０条の２の準用に係る部分を除く。）

第２１０条 第１９５条 基準条例第４条の規定により読み替えられた第１９５条

第２４４条第２項第２号 第２３７条第２項 基準条例第４条の規定により読み替えられた第２３７条第２項

第２４５条 第５０条の２から第５２条まで 第５０条の２から第５１条まで、基準条例第４条の規定により

読み替えられた第５２条

愛 媛 県 報令和３年３月２６日 第１９２号外２
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、同項 、基準条例第４条の規定により読み替えられた第５２条第２

項中「次節」とあるのは「次節の規定並びに基準条例第５

条」と、第５３条の４第１項

第２６１条第２項第７号 次条において準用する第２３７条第２項 基準条例第４条の規定により読み替えられた第２３７条第２項

第２６２条 第５０条の２から第５２条まで 第５０条の２から第５１条まで、基準条例第４条の規定により

読み替えられた第５２条

、第５３条の４第１項 、基準条例第４条の規定により読み替えられた第５２条第２

項中「次節」とあるのは「次節の規定並びに基準条例第５

条」と、第５３条の４第１項

第２８０条 第２７６条を除く 第２７６条を除き、基準条例第４条の規定により読み替えられ

る

第２９３条第１項 この省令 この省令（基準条例第４条の規定により読み替えられた規

定にあっては、同条の規定による読替え後のものとする。

以下この条において同じ。）

附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第２８号
愛媛県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則を次のように定める。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

愛媛県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則（平成２５年愛媛県規則第１３号）の全部を改正す

る。

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（令和３年愛媛県条例第２８号。以下

「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（技術的読替え）

第２条 条例第４条の規定により指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３９号。以下「基準省令」

という。）に定める基準を同条の基準とする場合における基準省令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える基準省令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句

第２２条第２項 この章 この章（第２６条を除き、愛媛県指定介護老人福祉施設の人

員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（令和３年愛

媛県条例第２８号。以下「基準条例」という。）第４条の規定

により読み替えられた規定にあっては、同条の規定による読

替え後のものとする。）の規定及び基準条例第５条

第３７条第２項第２号 第８条第２項 基準条例第４条の規定により読み替えられた第８条第２項

第４９条 第１７条から第２２条の２まで、第２４条の

２及び第２６条から第３７条まで

第１７条から第２１条まで、基準条例第４条の規定により読み替

えられた第２２条、第２２条の２、第２４条の２、第２６条から第３６

条まで及び基準条例第４条の規定により読み替えられた第３７

条

第２２条第２項中「この章」とあるのは

「第５章第３節」と、第３７条第２項第

２号 中「第８条 第２項」と あ る の は

「第４９条において準用する第８条第２

項

基準条例第４条の規定により読み替えられた第２２条第２項中

「この章（第２６条」とあるのは「第５章第３節（第４９条（第

２６条を準用する部分に限る。）」と、基準条例第４条の規定

により読み替えられた第３７条第２項第２号中「基準条例第４

条」とあるのは「第４９条において準用する基準条例第４条

第５０条第１項 この省令 この省令（基準条例第４条の規定により読み替えられた規定

にあっては、同条の規定による読替え後のものとする。以下

この条において同じ。）

愛 媛 県 報令和３年３月２６日 第１９２号外２
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附則第４条第１項 第３条第１項第１号 基準条例第４条の規定により読み替えられた第３条第１項第

１号

４人」とあるのは「原則として４人 １人とすること。ただし、入所者相互の視線の遮断その他の

入所者のプライバシーの保護に配慮する措置が講じられてい

ると認められる場合は、２人以上４人以下とすることができ

る」とあるのは「原則として４人以下とすること

２ 条例第４条の規定により指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（平成１５年厚生労働省令第３０

号。以下「改正省令」という。）に定める基準を同条の基準とする場合における改正省令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとす

る。

読み替える改正省令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句

附則第３条第２項 第５章 第５章（第４９条（新基準第２６条を準用する部分に限る。）を

除き、愛媛県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に

関する基準等を定める条例（令和３年愛媛県条例第２８号。以

下「基準条例」という。）第４条の規定により読み替えられ

た規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとす

る。以下同じ。）及び基準条例第５条

附則第４条第２項 第５章 第５章並びに基準条例第５条

３ 条例第４条の規定により地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に

伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令（平成２３年厚生労働省令第１２７号。以下「整備省令」という。）に定める基準を同条の基準

とする場合における整備省令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える整備省令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句

附則第３条第２項 新介護老人福祉施設基準第３条第１項

第１号イ

愛媛県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例（令和３年愛媛県条例第２８号）第４条の

規定により読み替えられた新介護老人福祉施設基準第３条第

１項第１号イ

１人 １人とすること。ただし、入所者相互の視線の遮断その他の

入所者のプライバシーの保護に配慮する措置が講じられてい

ると認められる場合は、２人以上４人以下とすることができ

る

４人以下 ４人以下とすること

附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第２９号
愛媛県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則を次のように定める。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則

愛媛県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則（平成２５年愛媛県規則第１４号）の全部を改

正する。

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（令和３年愛媛県条例第２９号。

以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（技術的読替え）

第２条 条例第３条の規定により介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成１１年厚生省令第４０号。以下「基準

省令」という。）に定める基準を同条の基準とする場合における基準省令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

愛 媛 県 報令和３年３月２６日 第１９２号外２
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読み替える基準省令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句

第４条第１項第１号ロ� 第２８条第１項に規定する計画 愛媛県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関

する基準を定める条例（令和３年愛媛県条例第２９号。以下「基

準条例」という。）第４条第１項に規定する施設防災計画

第４条第１項第１号ロ� 第２８条第１項 基準条例第４条第２項

同項に規定する計画 同条第１項に規定する施設防災計画

第２４条第２項 この章 この章（第２８条を除き、基準条例第３条の規定により読み替え

られた規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとす

る。）の規定及び基準条例第４条

第３８条第２項第３号 第９条第２項 基準条例第３条の規定により読み替えられた第９条第２項

第４１条第４項第１号ロ� 第５０条において準用する第２８条第１

項に規定する計画

基準条例第４条第１項に規定する施設防災計画

第４１条第４項第１号ロ� 第５０条において準用する第２８条第１

項

基準条例第４条第２項

同項に規定する計画 同条第１項に規定する施設防災計画

第５０条 第２２条から第２４条の２まで、第２６条

の２及び第２８条から第３８条まで

第２２条、第２３条、基準条例第３条の規定により読み替えられた

第２４条、第２４条の２、第２６条の２、第２８条から第３７条まで及び

基準条例第３条の規定により読み替えられた第３８条

第２４条第２項中「この章」とあるの

は「第５章第３節

基準条例第３条の規定により読み替えられた第２４条第２項中

「この章（第２８条」とあるのは「第５章第３節（第５０条（第２８

条を準用する部分に限る。）

第３８条第２項第３号中「第９条第２

項」とあるのは「第５０条において準

用する第９条第２項

基準条例第３条の規定により読み替えられた同項第３号中「基

準条例第３条」とあるのは「第５０条において準用する基準条例

第３条

第５１条第１項 この省令 この省令（基準条例第３条の規定により読み替えられた規定に

あっては、同条の規定による読替え後のものとする。以下この

条において同じ。）

２ 条例第３条の規定により指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（平成１７年厚生労働省

令第１３９号。以下「改正省令」という。）に定める基準を同条の基準とする場合における改正省令の規定の技術的読替えは、次の表のと

おりとする。

読み替える改正省令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句

附則第５条第１項 第５章（第４１条第２項第１号イ�及

び同号ロ�を除く。次項において同

じ。）

第５章（第４１条第２項第１号イ�及び同号ロ�並びに第５０条

（介護老人保健施設新基準第２８条を準用する部分に限る。）を

除き、愛媛県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運

営に関する基準を定める条例（令和３年愛媛県条例第２９号。以

下「基準条例」という。）第３条の規定により読み替えられた

規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとする。次

項において同じ。）及び基準条例第４条

附則第５条第２項 第５章 第５章及び基準条例第４条

附則第６条第２項 第５章 第５章（第５０条（介護老人保健施設新基準第２８条を準用する部

分に限る。）を除き、基準条例第３条の規定により読み替えら

れた規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとす

る。）並びに基準条例第４条

附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第３０号
愛媛県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則を次のように定める。

愛 媛 県 報令和３年３月２６日 第１９２号外２
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令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

愛媛県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則（平成２５年愛媛県規則第１５号）の全部を改正す

る。

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（令和３年愛媛県条例第３０号。以下

「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（技術的読替え）

第２条 条例第３条の規定により健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおそ

の効力を有するものとされる健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令（平成２４年

厚生労働省令第１０号）第１条の規定による廃止前の指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第４１

号。以下「基準省令」という。）に定める基準を条例第３条の基準とする場合における基準省令の規定の技術的読替えは、次の表のとお

りとする。

読み替える基準省令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句

第２３条第２項 この章 この章（第２７条を除き、愛媛県指定介護療養型医療施設の人

員、設備及び運営に関する基準を定める条例（令和３年愛媛県

条例第３０号。以下「基準条例」という。）第３条の規定により

読み替えられた規定にあっては、同条の規定による読替え後の

ものとする。）の規定及び基準条例第４条

第３６条第２項第２号 第１０条第２項 基準条例第３条の規定により読み替えられた第１０条第２項

第５０条 第２１条から第２３条の２まで、第２５条

の２及び第２７条から第３６条まで

第２１条、第２２条、基準条例第３条の規定により読み替えられた

第２３条、第２３条の２、第２５条の２、第２７条から第３５条まで及び

基準条例第３条の規定により読み替えられた第３６条

第２３条第２項中「この章」とあるの

は「第５章第３節」と、第３６条第２

項第２号中「第１０条第２項」とある

のは「第５０条において準用する第１０

条第２項

基準条例第３条の規定により読み替えられた第２３条第２項中

「この章（第２７条」とあるのは「第５章第３節（第５０条（第２７

条を準用する部分に限る。）」と、基準条例第３条の規定によ

り読み替えられた第３６条第２項第２号中「基準条例第３条」と

あるのは「第５０条において準用する基準条例第３条

第５１条第１項 この省令 この省令（基準条例第３条の規定により読み替えられた規定に

あっては、同条の規定による読替え後のものとする。以下この

条において同じ。）

２ 条例第３条の規定により指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（平成１７年厚生労働省

令第１３９号。以下「改正省令」という。）に定める基準を同条の基準とする場合における改正省令の規定の技術的読替えは、次の表のと

おりとする。

読み替える改正省令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句

附則第８条第２項 第５章 第５章（第５０条（指定介護療養型医療施設新基準第２７条を準用

する部分に限る。）を除き、愛媛県指定介護療養型医療施設の

人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（令和３年愛媛

県条例第３０号）第３条の規定により読み替えられた規定にあっ

ては、同条の規定による読替え後のものとする。）並びに同条

例第４条

附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第３１号
愛媛県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則を次のように定める。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広
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公安委員会規則

愛媛県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則

愛媛県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則（平成３０年愛媛県規則第１７号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（令和３年愛媛県条例第３１号。以下

「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（技術的読替え）

第２条 条例第３条の規定により介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成３０年厚生労働省令第５号。以下「基準省

令」という。）に定める基準を同条の基準とする場合における基準省令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える基準省令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句

第６条第１項第１号ロ� 第３２条第１項の規定による計画 愛媛県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基

準を定める条例（令和３年愛媛県条例第３１号。以下「基準条

例」という。）第４条第１項に規定する施設防災計画

第６条第１項第１号ロ� 第３２条第１項 基準条例第４条第２項

同項の計画 同条第１項に規定する施設防災計画

第２７条第２項 この章 この章（第３２条を除き、基準条例第３条の規定により読み替え

られた規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとす

る。）の規定及び基準条例第４条

第４２条第２項第３号 第１３条第２項 基準条例第３条の規定により読み替えられた第１３条第２項

第４５条第４項第１号ロ� 第５４条において準用する第３２条第１

項の計画

基準条例第４条第１項に規定する施設防災計画

第４５条第４項第１号ロ� 第５４条において準用する第３２条第１

項

基準条例第４条第２項

同項の計画 同条第１項に規定する施設防災計画

第５４条 第２５条から第２８条まで、第３０条の２

及び第３２条から第４２条まで

第２５条、第２６条、基準条例第３条の規定により読み替えられた

第２７条、第２８条、第３０条の２、第３２条から第４１条まで及び基準

条例第３条の規定により読み替えられた第４２条

第２７条第２項中「この章」とあるの

は「第５章第３節

基準条例第３条の規定により読み替えられた第２７条第２項中

「この章（第３２条」とあるのは「第５章第３節（第５４条（第３２

条を準用する部分に限る。）

第５５条第１項 この省令 この省令（基準条例第３条の規定により読み替えられた規定に

あっては、同条の規定による読替え後のものとする。以下この

条において同じ。）

附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県公安委員会規則第６号
愛媛県特殊詐欺等撲滅条例施行規則を次のように定める。

令和３年３月２６日

愛媛県公安委員会委員長 曽我部 謙 一

愛媛県特殊詐欺等撲滅条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県特殊詐欺等撲滅条例（令和３年愛媛県条例第３７号。以下「条例」という。）第２３条の規定に基づき、条例の施

行に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

� 個人情報取扱事業者 条例第２０条第１項に規定する個人情報取扱事業者をいう。

� 氏名等確認書類 運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第

２条第７項に規定する個人番号カード、旅券、国民健康保険被保険者証その他の自然人の氏名、住所及び生年月日が記載された書類で
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あって、官公庁から発行され、若しくは発給されたもの又はこれに類するもの（有効期間又は有効期限のある書類にあっては個人情報

取扱事業者が提示又は送付を受ける日において有効なもの、その他の書類にあっては個人情報取扱事業者が提示又は送付を受ける日前

６月以内に作成されたものに限る。）をいう。

� 法人名等確認書類 登記事項証明書、印鑑登録証明書その他の法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地が記載された書類であ

って、官公庁から発行され、若しくは発給されたもの又はこれに類するもの（有効期間又は有効期限のある書類にあっては個人情報取

扱事業者が提示又は送付を受ける日において有効なもの、その他の書類にあっては個人情報取扱事業者が提示又は送付を受ける日前６

月以内に作成されたものに限る。）をいう。

� 書留郵便等 書留郵便若しくは配達記録郵便（その取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便をいう。）又はこれらに準ずる

ものをいう。

� 転送不要郵便物等 その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるものをいう。

� 本人限定受取郵便等 その取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者に限り交

付する郵便又はこれらに準ずるものをいう。

� 特定事項伝達型本人限定受取郵便等 本人限定受取郵便等であって、差出人に代わって名宛人の住所を確認し、名宛人本人から氏名

等確認書類又は法人名等確認書類の提示を受け、かつ、当該提示を受けた書類の情報を差出人に伝達する措置がとられているものをい

う。

� 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律（平成１２年法律第１０２号）第２条第１項に規定する電子署名をいう。

� 電子証明書 自然人にあっては電子署名及び認証業務に関する法律第８条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書（電子署

名及び認証業務に関する法律施行規則（平成１３年総務省・法務省・経済産業省令第２号）第４条第１号に規定する電子証明書をいう。）

であって氏名、住所及び生年月日の記録のあるもの又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平

成１４年法律第１５３号）第３条第６項の規定により地方公共団体情報システム機構が発行する同条第１項に規定する署名用電子証明書を

いい、法人にあっては商業登記法（昭和３８年法律第１２５号）第１２条の２第１項及び第３項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

をいう。

（個人データの第三者提供に係る確認の方法）

第３条 条例第２０条第１項の公安委員会規則で定める方法は、次の各号に掲げる相手方（個人データ（条例第２０条第１項に規定する個人デ

ータをいう。以下同じ。）の提供を受けようとする者をいう。以下この条及び次条において同じ。）の区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める方法とする。

� 自然人 次のいずれかに掲げる方法

ア 相手方から氏名等確認書類の提示を受ける方法（写真の貼付された氏名等確認書類により確認を行う場合は相手方と貼付された写

真を照合して確認するものとし、その他の氏名等確認書類により確認を行う場合は複数の氏名等確認書類の提示を受けるものとす

る。）

イ 相手方から氏名等確認書類又はその写しの送付を受けた後、当該氏名等確認書類に記載された相手方の住所に宛てて、本人限定受

取郵便等により個人データ記録文書等（個人データが記録された文書、図画又は電磁的記録媒体をいう。以下同じ。）を送付する方

法（個人データを電気通信回線を通じて送信する方法で相手方に提供する場合は、あらかじめ、氏名等確認書類又はその写しの送付

を受け、当該氏名等確認書類に記載された相手方の住所に宛てて、本人限定受取郵便等により当該個人データの提供に係る契約書類

等を送付した後に提供するものとする。）

ウ 相手方に対して、特定事項伝達型本人限定受取郵便等により個人データ記録文書等を送付する方法

エ 相手方から電子証明書及び当該電子証明書により確認される電子署名が行われた情報の送付を受ける方法

	 法人 次のいずれかに掲げる方法

ア 当該法人の代表者、使用人その他の従業者又は自然人である代理人（以下「代表者等」という。）から法人名等確認書類の提示を

受け、かつ、現に当該法人名等確認書類の提示をした代表者等について前号アに掲げる方法により次条第１号に規定する事項を確認

する方法

イ 相手方から法人名等確認書類又はその写しの送付を受けた後、当該法人等確認書類に記載された相手方の本店又は主たる事務所の

所在地（当該法人名等確認書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載がある場合は、これらを含む。以下この号において同じ。）

に宛てて、個人データ記録文書等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法（個人データを電気通信回線を通じて送

信する方法で相手方に提供する場合は、あらかじめ、法人名等確認書類又はその写しの送付を受け、当該法人名等確認書類に記載さ

れた相手方の本店又は主たる事務所の所在地に宛てて、転送不要郵便物等により当該個人データの提供に係る契約書類等を送付した

後に提供するものとする。）

ウ 代表者等からの電子署名が行われた情報の送信を受けて個人データを提供する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を当該法人

の代表者等から受信する方法

２ 相手方が人格のない団体である場合は、当該団体のために現に個人データを受け取ろうとする自然人を相手方とみなして、前項第１号

の規定を適用する。

（個人データの第三者提供に係る確認事項）

第４条 条例第２０条第１項の公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる相手方の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とす
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る。

� 自然人 氏名、住所及び生年月日

� 法人 名称及び本店又は主たる事務所の所在地

（補則）

第５条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、警察本部長が定める。

附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

令和３年３月２６日 発行
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